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令和８年度北海道函館商業高等学校売店・自動販売機出店者公募要領 

１ 公募の名称 

  北海道函館商業高等学校売店・自動販売機出店者公募 

 

２ 公募の基本的な考え方 

   生徒及び職員の福利厚生施設として北海道函館商業高等学校校舎棟１階に設置する「売店・自動

販売機」を運営することができる店舗経営に係る豊富な経験と実行力等を有する出店者を募集しま

す。 

  出店予定者の選定にあたっては、企画提案方式により、提案の内容及び応募者の事業主体として

の実績、経営基盤等を総合的に審査し、もっとも優れた評価を得た応募者を、出店予定者として選

定します。 

 

３ 公募業務の内容 

   別紙「令和８年度北海道函館商業高等学校売店・自動販売機出店仕様書」のとおり 

 

４ 出店の方法 

  地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 238条の４第７項、北海道財務規則（昭和 45年北海道規

則第 30 号）第 205 条の 17 及び教育財産規則（昭和 47 年教育委員会規則第 11 号）第 10 条の規

定に基づき、教育財産使用許可申請を行ない、使用許可を受け出店するものとします。 

 (1) 出店場所 

  ア 名 称 北海道函館商業高等学校 

  イ 所 在 地 函館市昭和１丁目 17番１号 

  ウ 竣工年月 平成 11 年 11月 

  エ 出店場所 校舎棟１階（別添平面図参照） 

  オ 占有面積 売店 14.46㎡、自動販売機 3.27㎡（現在設置のもの、ゴミ箱を含む。） 

 (2) 出店期間 

   令和８年(2026年）４月１日～令和９年（2027年）３月 31日（１年間） 

   ただし、今回の公募により選定された出店予定者が令和９年度（2027 年度）以降の教育財産使

用許可申請を行い、許可の要件を満たしている場合は、令和 13年（2031年）３月 31日まで使用

許可期間を更新することができる。 

    ※店舗の設置、撤去等に要する期間は、上記出店期間に含まれます。 

 (3) 教育財産使用許可 

  ア 出店にあたっては、年度ごとに出店場所に係る教育財産使用許可申請を行ない、教育財産使用 

許可を受けなければなりません。 

  イ 初年度の教育財産使用許可の期間は、令和８年(2026年）４月１日から令和９年(2027年）３

月 31日までとします。 

  ウ 初年度の使用許可申請は出店者として選定を受けた後速やかに、また使用許可の更新を受け

ようとするときは使用を許可された期間の満了の２か月前までに、書面により渡島教育局に申

請しなければなりません。 

   なお、使用者が営業及び許可の条件に違反及び道において公用又は公共用に供するため使用許

可物件を必要とする場合は、更新しないことがあります。 

(4) 使用料等 

  ア 教育財産使用許可を受けた際は、北海道行政財産使用料条例（昭和 39年北海道条例第 29号） 

規定に基づく教育財産使用料及び加算料金（以下「使用料等」という。）を支払うこととなりま

す。 

  イ 教育財産使用料の額は、北海道行政財産使用料条例に基づき算定します。 

   ただし、施設利用対象者が限られる等の理由によりその営業環境を勘案する必要があるときは、
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北海道行政財産使用料条例第７条の規定により、同条例第２条及び第３条の規定に基づき算定

した額の２分の１を限度に減額し、または、免除することがあります。 

  ウ 加算料金の額は、北海道財務規則運用方針で定める加算料金基準算式例によります。 

  エ 使用料等は、原則として前納となっており、道の発する納入通知書によりして期日までに納入 

しなければなりません。ただし、希望により四半期ごとに分割して納入することも可能です。 

  オ 道は、経済情勢の変動、道有財産関係法令の改廃その他の事情の変更により、特に必要がある

と認める場合には、使用料等を改定することがあります。この場合において、出店者は改定され

た使用料等を支払わなければなりません。 

  カ 納入すべき使用料等に滞納がある場合は、教育財産使用期間中であっても許可を取消し、又は

継続しない場合があります。 

  キ 教育財産使用料及び加算料金については、下表のとおりです。 

 

教育財産使用料 

 

年額約 20万円です。 

当施設は施設利用対象者が限られていることから、営業環境

を勘案し、「1/2に減額」、「免除」とすることができます。 

※減額、免除を希望の場合、収支見込等を提出してください。 

※自動販売機については免除になりません。 

 

 

 

加 

 

算 

 

料 

 

金 

 

 

 

電気料 

 

計量器（子メーター）による使用実績から算定した実費相 

当額を負担していただきます。（R７年実績約 10万円） 

暖房料 

 

年額約１千円です。 

 

建物維持管理費 

 

 

 

年額約２万円です。 

（内訳）警備費、消防設備保守点検料、水質検査料等、暖房設備保守

委託料、電気設備保守委託料、昇降機保守点検料、害虫駆除料、

貯水槽・排水設備清掃料 

上下水道料 年額約３百円です 

清掃料 出店者が自ら行なうこととしますので、徴収しません。 

塵芥処理料・空ビン空缶ペ

ットボトル回収処理業務手

数料 

売店で発生した廃棄物については出店者が自ら行なうこと

としますので、徴収しません。 

 

   ※この項（(4)使用料等）で記載している教育財産使用料・加算料金の額については、次の事項

に留意してください。 

・金額は、消費税及び地方消費税相当額込みの額です。 

・令和７年度の算定額を参考値として示したものであり、令和８年度以降の各年度の算定額

は、それぞれその前年度末に決定する予定です。 

・使用を許可した日から翌年３月 31日までの月割及び日割で算定した額になります。 

 

５ 企画提案公募手続等に関する事項 

 (1) 使用する言語、通貨及び単位 

  ア 言語：日本語 

  イ 通貨：日本国通貨 

  ウ 単位：日本の標準時及び計量法(平成４年法律第 51号)に定める単位 

 (2) 応募者の資格 

   次の要件を全て満たす法人及び個人に限り応募できます。 

  ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項各号に掲げる者でないこと。 

  イ 地方自治法施行令第 167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者で

ないこと。 

  ウ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 
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  エ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。 

  オ 暴力団関係事業者等でないこと。 

  カ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

   (ｱ) 道税（個人の道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。） 

   (ｲ) 本店が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある者を除く。） 

   (ｳ) 消費税及び地方消費税 

  キ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合を除く。）。 

   (ｱ) 健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 48条の規定による届出 

     (ｲ) 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）第 27条の規定による届出 

     (ｳ) 雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）第７条の規定による届出 

  ク 北海道内に本店、支店又は営業所を有していること。（法人の場合） 

  ケ 令和８年１月１日現在で、道内で小売店の経営を行なっていること。 

 (3) 参加表明手続き 

  ア 参加表明書の内容 

    出店者公募に対して応募しようとする者は、次の書類を提出してください。 

提出書類 備考 

北海道函館商業高等学校売店・自動販売

機出店者公募参加表明書（様式１） 

 

 

法人の登記簿謄本又は登記事項証明書 

 

【法人】法務局発行のもので発行後３か月以内

のもの 

住民票 【個人】発行後３ヶ月以内のもの 

道税に滞納がないことの証明書 【法人・個人】 

  発行後３か月以内のもの 

本店が所在する都府県の事業税に滞納

がないことの証明書（道税の納付義務が

ない場合。） 

【法人】発行後３か月以内のもの 

 

 

消費税及び地方消費税に滞納がないこ

との証明書 

【法人】発行後３か月以内のもの 

 

北海道内に本店、支店又は営業所を有し

ていることを証する書類 

【法人】 公にされている会社概要パンフレット

等で令和８年１月１日現在のもの 

暴力団関係事業者等に該当しない者で

あることの書類 

【法人・個人】誓約書（様式５） 

 

法定保険に関する書類 

 

 

 

 

 

【法人】加入状況が確認できる書面の写し 

納付書・領収書、標準月額決定通知書、 

概算・確定保険料申告書、被保険者資格取得確認通

知書など 

※届出義務がないものについては、様式６を提

出してください。 

損益計算書・貸借対照表 

※作成していない場合は、営業収支がわ

かる資料（例：確定申告書の資料等） 

【法人・個人】過去３カ年分 

 

その他学校長が必要と認める書類 

 

応募内容を確認するために、他の書類の提出を

お願いする場合があります。 

     ※提出を受けた書類は返却しません。 

  イ 提出部数 

    １部 

  ウ 受付期間 

    令和８年（2026年）１月 13日（火）～同年１月 30日（金） 
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  エ 受付時間 

    土・日・祝日を除く毎日午前９時から午後４時まで 

  オ 提出方法 

     書類の提出方法は、持参又は郵送（書留郵便に限る。）とします。 

  カ 受付場所 

     「10 担当部局・問い合わせ先」に同じ 

  キ 記載事項の変更等 

      応募者は、提出した書類について書き換え、引き替え及び撤回はできません。ただし、応募資

格を失ったとき、その他関係書類の記載事実（事務所の住所等）に変更があったときは、速やか

に書面で届け出てください。 

 (4) 参加資格の確認 

  ア 確認の方法 

       道は、応募者が提出した参加表明書について、応募者が５(2)の各号に規定する応募資格を満

たしているかの書面審査を行ないます。 

   イ 結果の通知 

応募資格に係る書面審査の結果は、応募者全員に文書で通知するものとします。 

なお、審査結果に係る問い合わせや他の者に係る応募状況についての問い合わせには応じませ

ん。 

 (5) 現地説明会の開催 

 ア 開催日時 

    随時 

  イ 参加申込 

   「10 担当部局・問い合わせ先」に同じ 

 (6) 質問の受付 

   企画提案書の提出等に関する質問がある場合は、「北海道函館商業高等学校売店・自動販売機出

店者公募質問書」（様式２）により提出してください。 

  ア 受付期間 

    令和８年（2026年）１月 13日(月)～同年１月 23日(金)午後４時まで 

  イ 受付場所 

    「10 担当部局・問い合わせ先」に同じ 

  ウ 提出方法 

    電子メール、持参又は郵送で提出してください。 

  エ 回答方法 

      質問に対する回答は、応募資格を得た応募者全員に電子メールで回答します。ただし、質問又

は回答の内容が、質問者の具体の提案内容に密接にかかわると推測される場合は、当該質問者

に対してのみ回答します。 

  オ 回答日 

    令和８年（2026年）１月 26日(月)頃 

  カ その他 

    応募資格を得た応募者以外からの質問及び受付期間終了後の質問は受け付けません。 

(7) 企画提案書等の提出 

  ア 企画提案書等の提出 

    応募者は、次のとおり企画提案書等を提出してください。 

    なお、提案は１者１提案に限ります。 

  (ｱ) 提出書類：北海道函館商業高等学校売店・自動販売機出店者公募企画提案書（様式３） 

  (ｲ) 提出方法：持参又は郵送(書留郵便に限る。) 

  (ｳ) 提出先：「10 担当部局・問い合わせ先」に同じ 

  (ｴ) 受付期間：令和８年（2026年）２月２日(月)～同年２月 13日(金)まで 
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  (ｵ) 受付時間：土・日・祝日を除く毎日  午前９時から午後４時まで 

  (ｶ) 提出部数：上記アの企画提案書を５部、ただし、４部は応募者名及び応募者の名称等が推測 

される箇所を白抜きした完全な複写としてください。 

  (ｷ) その他：企画提案書の再提出は、受付期間内に限り行うことができます。 

なお、提案書の部分的な差換えは認めません。 

  イ 提案の辞退 

    企画提案書を提出した後、学校が出店予定者を決定し公表するまでの間に応募を辞退する場

合は、「企画提案辞退届」（様式４）を提出してください。 

    なお、企画提案辞退届の提出があった場合でも、提出された書類は返却しません。 

    また、受付期間内に企画提案書の提出がない場合は、応募を辞退したものとみなします。 

 

６ 審査及び選定に関する事項 

 (1) 審査会の設置 

    学校は、「北海道函館商業高等学校売店・自動販売機出店者公募審査会（以下「審査会」とい

う。）」を設置し、応募者の企画提案書を審査し、その結果、最も評価が高いと認められる者を

出店予定者として選定します。 

    なお、公募開始から学校が出店予定者を選定し公表するまでの間に、応募者が審査会の委員に

面談を求めたり、応募者のＰＲ資料等を提出したりすることにより、自らを有利に、又は他の者 

     を不利にするように働きかけることを禁じます。 

審査会の構成 

１ 委員長 北海道函館商業高等学校長 

２ 委 員 北海道函館商業高等学校 教頭（全） 

３ 委 員 北海道函館商業高等学校 事務長 

４ 委 員 北海道函館商業高等学校 生徒指導部長（全） 

  ※ 審査会の委員は、やむを得ない事情により、変更することがあります。 

 (2) 審査及び選定の方法 

  ア 企画提案の審査 

    企画提案書の審査及び出店予定者の選定の方法の詳細については、「北海道函館商業高等学

校売店・自動販売機出店者公募に係る企画提案書の審査基準」のとおりとします。 

  イ 審査会（プレゼンテーション）の実施時期及び審査結果の通知 

   (ｱ) 各応募者がプレゼンテーションを行なう審査会は、令和８年（2026年）２月中旬に実施す

る予定です。 

   (ｲ) 上記審査会の実施の詳細については、各応募者に別途通知します。 

   (ｳ) 学校は、審査会における審査の結果を、応募者ごとに当該応募者が選定されたか否かにつ

いて文書で通知します。 

     なお、他の者に係る審査の結果や自らまたは他の者にかかわらず、内容についての問い合

わせには応じません。 

   (ｴ) 出店予定者の公表 

     出店予定者の公表は、上記イ(ｳ)の審査結果の通知後、学校のホームページで行います。 

     北海道函館商業高等学校ホームページアドレス 

     https://www.hakodateshougyou.hokkaido-c.ed.jp/ 

 

７ その他の注意事項等 

 (1) 選定の対象からの除外 

      応募者が次に掲げる場合に該当したときは、その者を選定の対象から除外し、もしくは出店予

定者としての選定を取り消すことがあります。 

   ア 審査会の委員または選定業務に従事する職員に対し、本件提案について不正に接触する行為

その他公正な選定手続きを妨げる行為の事実が判明した場合 
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    イ 本件提案について不正な利益を得るために連合した場合 

    ウ 提案書類等に虚偽の記載があった場合 

    エ その他選定の手続きにおいて不正な行為が認められた場合 

    オ ５(2)に掲げる応募者の資格を満たしていないことが判明した場合 

    カ 応募者による業務執行が困難であると判断される事実が判明した場合 

    キ 著しく社会的信用を損なう行為等により、出店者として業務を行なうことについてふさわし

くないと認めた場合 

(2) 費用の負担 

   応募、提案等の手続きに関し応募者が要する費用は、各応募者の負担とします。 

 

８ スケジュール 

  公募の公告（要領配付）  令和８年１月 13日(火)～同年１月 30日(金) 

  参加表明書受付   令和８年１月 13日(火)～同年１月 30日(金) 

  現地説明会   随時 

  質疑書の受付   令和８年１月 13日(火)～同年１月 23日(金) 

  質疑書に対する回答   令和８年１月 26日(月)頃 

  企画提案書の受付   令和８年２月２日(月)～同年２月 13日(金) 

 審査会  令和８年２月中旬 

  出店予定者の決定   令和８年２月中旬（審査会終了後） 

  教育財産使用許可申請   令和８年２月下旬 

  開業 令和８年４月 

 

９ 参考データ 

  北海道函館商業高等学校生徒及び職員数 

区  分 全日制 定時制 

生 徒 

 

１年 159 13 

２年 158 18 

３年 151 10 

 ４年  14 

職  員 43 11 

合  計 511 66 

 

10  担当部局・問い合わせ先 

 (1)  名 称 北海道函館商業高等学校 事務室 

 (2)  所 在 地 〒041-0812  函館市昭和１丁目 17番１号 

 (3)  電話番号 （0138）41 － 4248     FAX （0138）41 － 4250 

 (4) 電子メールアドレス  hakodateshougyou-z0@hokkaido-c.ed.jp 

 

11 添付書類 

  別添のとおり 

 

12 資料 

  売店・自動販売機設置箇所平面図 
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令和８年度北海道函館商業高等学校売店・自動販売機出店仕様書 

 

 北海道函館商業高等学校売店・自動販売機の運営業務の実施に当たり、次のとおり条件

等を定める。 

１ 用途の指定 

 (1) 指定する用途 

   生徒及び職員の福利厚生施設として売店・自動販売機の設置及び運営（物販） 

 (2) 指定用途以外の使用 

   出店者は、使用許可期間中、使用許可物件を１(1)に指定する用途以外に供してはな

りません。 

 

２ 出店場所等 

 (1) 施設概要 

施 設 名  売店及び自動販売機設置場所 

建 物 名   北海道函館商業高等学校 校舎棟 

所 在 地   函館市昭和１丁目 17番１号 

竣 工 年 月   平成 11 年 11 月 

出店場所・面積   10,548.22㎡のうち 

14.46㎡（売店）、3.27 ㎡（自動販売機） 

 (2) 出店期間 

      令和８年(2026年)４月１日から令和９年（2027 年）３月 31 日まで（１年間） 

   ただし、出店者が令和９年度（2027 年度）以降の教育財産使用許可申請を行い、許

可の要件を満たしている場合は、令和 13 年（2031年）３月 31 日まで使用許可期間を

更新することができます。 

    ※店舗の設置、撤去等に要する期間は、上記出店期間に含まれます。 

 (3) 教育財産使用許可 

      出店者は、毎年度、出店場所に係る教育財産使用許可申請を行ない、許可を受けな

ければなりません。 

   なお、出店者が２(4)の規定に該当した場合及び道において公用又は公共用に供す

るため使用許可物件を必要とする場合は、更新しないことがあります。 

 (4) 使用許可の取消しまたは変更 

   次の各号のいずれかに該当したときは、使用許可を取消し、又は変更することがで

きます。 

  ア 出店者が道の許可の条件に違反したとき 

  イ 出店者が３の「営業条件」に違反したとき 

  ウ 出店者が公募要領の５（2）「応募者の資格」のいずれかを満たさなくなったとき 

  エ 道において公用又は公共用に供するため、使用許可物件を必要とするとき 

 (5) 譲渡又は転貸の禁止 

   出店者は、使用許可物件を他の者に転貸し、若しくは担保に供し、又は営業を委託し、

若しくは名義貸し等をすることはできません。 



 - 2 - 

 

３ 営業条件 

 (1) 基本事項 

  ア 営 業 日 生徒登校日（土曜日、日曜日、祝日、長期休業日を除く日）163日（予

定） 

  イ 営業時間 11 時 15分から 13 時 15分まで 

 (2) 販売品目 

   ア 販売する食品目はパン、おにぎり、弁当等の教室への持ち込みが可能なもの 

  イ 販売する飲料は飲料水、お茶等のソフトドリンクとすること 

  ウ その他販売する品目については事前に提示のうえ、許可を受けること 

 (3) 販売価格 

  ア 高校生が購入するに当たり適正な価格設定に努めること  

  イ 販売する品目については、事前に定価及び販売予定価格を提示し許可を受けるこ

と。 

(4) 使用上の制限 

    ア 出店者は、使用許可物件を善良な管理者の注意をもって維持保存しなければなり

ません。 

  イ 出店者は、使用許可物件について、修繕、模様替えその他の行為をしようとする

とき又は使用計画を変更しようとするときは、必ず事前に書面により承認を受けな

ければなりません。 

    ウ 上記ア及びイの規定による維持保存のため通常必要とする修繕費、模様替えその

他の経費は、すべて出店者の負担とします。 

 (5) 防災 

    ガス及び裸火は使用できません。 

 (6) 廃棄物処理 

    売店内で発生した廃棄物等については出店者自らが処理することとします。廃棄処

理等に係る費用は出店者の負担となります。 

 (7) 売店内の清掃 

    出店者は、使用許可を受けて使用する区域に係る清掃を自ら行うこととします。 

（8） 電気容量 

    次の分電盤から供給が可能です。 

      既設分電盤（建物従物売店専用） 

      単相３線式 ２KW 

 (9) 建物の暖房稼働時期及び時間 

  ア 時    期 11月から４月まで 

  イ 標準稼働時間 ７時から 20 時まで（時期により前後します） 

           （平日の上記時間外、土日祝及び年末年始は稼働停止します。） 

 (10) その他 

   売店・自動販売機の設置・運営にあたっては、関係法令及び道の関係規定等に定める

事項を遵守しなければなりません。 
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４ 原状回復 

(1) 使用許可が取り消されたとき又は出店期間が満了したときは、出店者は、自己の負

担で、道の指定する期日までに、使用許可物件を原状に回復して返還しなければなり

ません。ただし、道が承認した場合はこの限りではありません。 

(2) 出店者が原状回復の義務を履行しないときには、道は、出店者の負担においてこれ

を行うことができます。 

 

５ 損害賠償 

(1)  出店者は、その責めに帰する理由により、使用許可物件の全部又は一部を滅失し、

又は損傷したときは、当該滅失又は損傷により損害額に相当する金額を損害賠償とし

て支払わなければなりません。 

   ただし、使用許可物件を原状回復した場合は、この限りではありません。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、出店者は、道が定める条件を履行しないため損害を与え

たときは、その損害額に相当する金額を損害賠償額として支払わなければなりません。 

(3) 出店者は、出店場所の使用にあたり、道又は第三者に損害を与えたときは、すべて

自己の責任でその損害を賠償しなければなりません。 

 

６ 許可取り消しによる損失 

(1) ２(4)の規定により使用許可を取り消した場合において、その取消しにより出店者

に損失が生じた場合でも、道はその損失を補償しません。 

    また、出店者は道に一切の補償の請求を行わないこととします。 

(2) 使用許可が取り消された場合において、出店者は、使用許可物件に投じた改良のた

めの有益費その他の費用が現存している場合であっても、その費用等の償還の請求は

行わないこととします。 

 

７ 実地調査 

  道は、使用許可物件について随時に実地調査し、又は必要な報告を求め、その維持使用

に関し指示することがあります。 

 

８ その他 

(1)  出店者は、建築、電気、機械及び防災等の各設備を常に良好な状態において維持

し、保存しなければなりません。 

(2) 使用許可条件については、本公募要領に定めるもののほか、道の関係条例又は規則

等に定めるところによります。 

(3) 出店者は、自らの都合により、出店期間の満了日より前に売店・自動販売機業務を

終了しようとする場合は、当該終了予定日の６か月前までに北海道に対し文書によ

りその旨を通告しなければなりません。 







北海道函館商業高等学校売店出店者公募に係る企画提案書の審査基準 
 

 北海道函館商業高等学校売店出店者公募審査会で行なう売店出店者公募に係る企画提案
書の審査は、本審査基準に則って行ないます。 
 
１ 審査等の内容 
  審査会は、応募者の企画提案書を基に、下表に掲げる各審査項目について審査を行ない
ます。 

 (1) 審査の基準 
   企画提案書の審査は総合点数方式により採点するものとし、審査の観点及び配点の

ウエイトは、２の「審査項目及び配点ウエイト」のとおりとします。 
  提案内容に虚偽や重大な欠落等があることが確認された場合は失格とします。 
 (2) 出店予定者の選定 
  ア 委員は、各応募者が行なった企画提案の内容を上表の審査項目ごとに採点し、その

合計得点により各応募者の順位付けを行い、次の順位点を付与します。 
   順位点 

    順位      １位 ２位 ３位 ４位以下 

   順位点     20点 15点 10点      ０点      

  イ 審査会は、各委員の行なった採点結果をとりまとめ、各委員が付与した順位点の合
計点数が最も高い応募者を、出店予定者として選定します。 

  ウ イによって出店予定者を選定できない場合は、審査会において妥当性を検討し、総
合的な観点で判断し、出店予定者を選定します。 

  エ 審査会は、応募者による売店の運営が困難と判断した場合は、出店予定者を選定し
ない場合があります。 

 
２ 審査項目及び配点ウエイト 

審査の観点 審査項目 配点 

Ⅰ安定した経営の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

①応募者の実績 

・運営実績 

10 

 

②人的能力 

・責任体制（緊急時の連絡体制、責任者の配置計画、労務管理等） 

・従業員体制(雇用計画や売店の配置計画) 

・必要となる免許取得と有資格者の配置計画 

10 

 

 

 

③収支計画 20 

Ⅱ安全で良質なサービ

スの提供 

①売店経営に関する基本的な方針 

 ・サービス提供の内容、業務の効率化、安全･衛生管理など 

10 

 

②売店利用者に対する適正なサービスの提供 

・営業計画、営業時間、主な販売品目と価格、販売方法など 

60 

合計 100 

 

３ その他 

審査会は、応募者が１者の場合においても、審査を実施します 


